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１ 報告 

  

 報告第９号 専決処分の報告について 

【処分内容等】 

１ 損害賠償額の決定について 

（１）公用車による物損事故 

専決年月日及び専決番号 事  故  内  容 

令和７年１０月２９日 

 

豊専第３０号 

令和７年８月１９日午後１時５０分

頃、広路町二丁目地内において、公用車

（ごみ収集車）で走行中、幅員の狭い道

路で対向車を避けるため道路の左端に寄

ったところ、左方に設置されていた道路

標識に接触したもの 

損 害 賠 償 額 １７４，９００円 

相 手 方 の 

損 害 の 程 度 
道路標識の損傷 

過  失  割  合 豊田市１００％、相手方０％ 

備     考 

１ 事故発生の原因 

   幅員の狭い道路において、対向車の回避を行う

際、公用車の左側の安全確認が不十分だったこと

による。 

 

２ 事故当事者の所属  環境部清掃業務課 

 

３ 事故の防止策 

   職場において、幅員の狭い道路で対向車を回避

する際には、車両の周囲の安全を十分に確認する

ことについて、周知徹底を図った。 
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（２）公用車による物損事故 

専決年月日及び専決番号 事  故  内  容 

令和７年１０月２９日 

 

豊専第３１号 

 令和７年８月８日午後０時１５分頃、

元城町二丁目地内において、公用車で走

行中、前方の右折待ちの車両を避けて交

差点を直進しようと道路の左端に寄った

ところ、左方に設置されていた歩行者用

信号機の支柱に接触したもの 

損 害 賠 償 額 ６６，０００円 

相 手 方 の 

損 害 の 程 度 
歩行者用信号機の支柱の損傷 

過  失  割  合 豊田市１００％、相手方０％ 

備     考 

１ 事故発生の原因 

   右折待ちの車両がある狭い空間を、十分な減速

をすることなく無理に通過しようとして、周囲の

安全確認が不十分となったことによる。 

 

２ 事故当事者の所属  都市整備部公園緑地課 

 

３ 事故の防止策 

   職場において、前方に右折待ちの車両がある場

合は、無理に通過しようとしないことについて、

周知徹底を図った。 
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２ 訴えの提起について 

   市営住宅等明渡等請求事件 

専 決 年 月 日 

及び専決番号 

 令和７年１０月３０日 

   豊専第３２号 

相 手 方 

  

１ 岐阜県羽島市正木町森２丁目３５番地 

   コスモハイツ森２０１号室 

    大貫 真二 

  

２ 豊田市志賀町香九礼１番地１１  

   豊田市営志賀第２住宅Ａ棟５７号 

    大貫 賢二 

     

請 求 内 容  

 

１ 市営住宅及び駐車場の明渡し 

 

２ 市営住宅の未払家賃及びこれに対する遅延損害金の支 

 払 

 

３ 市営住宅の未払の使用損害金及びこれに対する遅延損

害金の支払 

 

４ 市営住宅の令和７年９月１日以後明渡しまでの間の使

用損害金の支払 

 

５ 訴訟費用の支払 

 

請 求 原 因 

 

１ 相手方が入居承継の権原がないにもかかわらず、市営

住宅等を不法に占有していること。 

 

２ 相手方が１日分の市営住宅の家賃１，１８０円及び１

４か月と２４日分の使用損害金５３万４，４２０円を長

期滞納していること 

 

【担当課：建築保全・住宅課】 
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３ 工事請負契約の変更について 

（１）豊田市役所南庁舎長寿命化改修建築工事 

区   分 金   額（単位 円） 議決議会、専決年月日等 

変更前金額 

（議決金額） 

Ａ 

２９３，７００，０００ 

令和７年３月市議会定例会 

  議案第６０号 

変更後金額 

（１回目） 

Ｂ 

２９９，２００，０００ 

令和７年５月２６日 

  豊専第２１号 

変更後金額 

（今 回） 

Ｃ 

３０２，３９０，０００ 

令和７年１１月１３日 

  豊専第３３号 

増 減 額 

Ｂ－Ａ 

５，５００，０００ 

Ｃ－Ｂ 

３，１９０，０００ 

Ｃ－Ａ 

８，６９０，０００ 

 

主   な 

変 更 内 容 

１ 外壁の補修工事等の増加 

（１）外壁の染み抜き   ９０か所→１２８か所 

欠損部補修     ０か所→４３か所 

故障建具の機能回復 ０か所→８２か所 

（２）足場を架設し、外壁の劣化の程度を調査したところ、

補修が必要な箇所が確認されたため 

 

２ 散水用給水設備の追加 

（１）給水管の敷設   ５０ｍ → ７５ｍ 

（２）３階中庭の土を撤去したところ、既設給水管が新設す 

るウッドデッキの支柱に干渉することが判明し、当該支

柱を避けて給水管を設置することが必要となったため 

 

備   考 

１ 相手方  豊田市高岡町東浦１０番地 

        三栄工業株式会社 

         代表取締役 神谷 光典 

  

２ 担当課  総務部財産管理課 

  

３ 完成予定日  令和７年１２月１５日 
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（２）豊田市役所西庁舎・環境センター長寿命化改修建築工事 

区   分 金   額（単位 円） 議決議会、専決年月日等 

変更前金額 

（議決金額） 

Ａ 

２５０，８００，０００ 

令和６年９月市議会定例会 

  議案第９４号 

変更後金額 

（今 回） 

Ｂ 

２６３，０１０，０００ 

令和７年１１月１３日 

  豊専第３４号 

増 減 額 
Ｂ－Ａ 

１２，２１０，０００ 
 

主   な 

変 更 内 容 

１ 工期延長に伴う現場管理費等の増加 

（１）工期延長 ５２０日→６７４日 

（２）関連設備工事との調整に伴い、工期延長が必要となっ 

たため 

 

２ 外壁の補修工事の増加 

（１）ひび割れの補修  ３２ｍ→１０３ｍ 

浮きの補修   １４３㎡→３０９㎡ 

（２）足場を架設し、外壁の劣化の程度を調査したところ、 

補修が必要な箇所が確認されたため 

備   考 

１ 相手方  豊田市金谷町七丁目５番地 

        株式会社マルコオ・ポーロ化工 

         代表取締役 中西 聖司 

  

２ 担当課  総務部財産管理課 

  

３ 完成予定日  令和８年７月３１日 
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２ 議決 

 

 議案第１１９号 豊田市いじめの防止等に関する条例 

【要旨】 

  市全体でいじめの防止等の取組を推進し、もって全ての子どもが安心し

て生活し、健やかに学び育つことができる社会を実現するため、いじめの

防止等の取組に関する基本理念を定め、市、学校及び学校の教職員、保護

者、子ども、地域住民並びに事業者の責務又は役割を明らかにするととも

に、いじめの防止等の取組の基本となる事項を定める。 

  

１ 定義 

（１）いじめ 

    子どもに対して、その子どもと一定の人的関係にある他の子どもが

行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。）であって、その行為の対象となった子どもが

心身の苦痛を感じているものをいう。 

（２）学校 

    学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校（幼稚部を除く。）及び高等専門学校をいう。 

（３）子ども 

    豊田市子ども条例第２条第１項に規定する子どもをいう。 

（４）児童等 

    学校その他これに準ずる施設に在籍し、又は通学する児童、生徒又

は学生をいう。 

（５）事業者 

    市内において児童等を対象とする事業又は活動を行う人又は団体を

いう。 

  

２ 基本理念 

   いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対

処をいう。以下同じ。）の取組は、どの子どももいじめに関わる可能性

があることを踏まえ、全ての子どもが学校、地域等で安心して学び、

様々な活動に取り組み、育つことができるよう、それぞれの立場で責務

を果たし、又は役割を担い、市全体で積極的に行わなければならない。 

  

３ 市の責務 

（１）市は、市全体におけるいじめの防止等のために必要な施策を行わなけ

ればならない。 

（２）市は、いじめの防止等のために、学校、保護者、地域住民、事業者、

関係機関その他の関係者との連携が図られるよう取り組まなければなら

ない。 

  

４ 学校及び学校の教職員の責務 

-6-



（１）学校及び学校の教職員は、保護者、地域住民、事業者、関係機関その

他の関係者との連携を図り、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取

り組まなければならない。 

（２）学校及び学校の教職員は、その学校に在籍し、又は通学する児童等が

いじめを受けていると思われるときは、その児童等を守り、いじめの早

期解消のため適切かつ迅速に対処しなければならない。 

  

５ 保護者の役割 

（１）保護者は、子どもの教育についての第一義的責任を持ち、子どもの気

持ちや考えを受け止め、その保護する子どもがいじめを行うことがない

よう、日頃から子どもの良き手本となり、規範意識や他人を思いやる心

を育てるよう努めなければならない。 

（２）保護者は、その保護する子どもがいじめを受けた場合若しくはいじめ

を行った場合又はその保護する子どもからいじめについての相談を受け

た場合は、被害を受けている子どもの安全を確保し、速やかに市、学

校、事業者、関係機関その他の関係者にその内容を伝えるよう努めなけ

ればならない。 

（３）保護者は、市、学校、事業者、関係機関その他の関係者が行ういじめ

の防止等の取組に協力するよう努めなければならない。 

 

６ 子どもの役割 

（１）子どもは、いじめを行ってはならない。 

（２）子どもは、自分を大切にするとともに、周りの人に対する思いやりを

持ち、お互いが大切な存在であると考え、行動するよう努めるものとす

る。 

（３）子どもは、いじめをなくすために何ができるかを考え、いじめをなく

すことに取り組むよう努めるものとする。 

（４）子どもは、いじめを見つけたときは、いじめをはやしたてたり、いじ

めを見て見ぬふりをしたりするのではなく、学校の教職員、保護者等の

周りの人に相談するよう努めるものとする。 

 

７ 地域住民の役割 

（１）地域住民は、地域において、子どもの見守り及び子どもが心身ともに

健全に過ごすことができる環境づくりに努めなければならない。 

（２）地域住民は、市、学校、事業者、関係機関その他の関係者が行ういじ

めの防止等の取組に協力するよう努めなければならない。 

  

８ 事業者の役割 

（１）事業者は、いじめの防止及び早期発見に努めなければならない。 

（２）事業者は、市、学校、保護者、関係機関その他の関係者と連携して、

児童等が安心して生活し、健やかに成長できる環境づくりの推進に努め

なければならない。 

（３）事業者は、いじめを発見した場合は、被害を受けている児童等の安全

を確保し、その被害を受けている児童等及びその保護者の意向に沿いな
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がら、市、学校、関係機関その他の関係者と連携して対応する等、いじ

めの解決のために対処するよう努めなければならない。 

（４）事業者は、従業員等に対して、いじめの防止等に関する研修の機会の

確保に努めなければならない。 

  

９ いじめ防止基本方針及びいじめの防止等に関する計画 

（１）市は、いじめ防止対策推進法（以下「法」という。）第１２条の規定

に基づき、豊田市いじめ防止基本方針（以下「基本方針」という。）を

定める。 

（２）市は、基本方針にのっとり、市におけるいじめの防止等に関する計画

を定め、総合的に施策を推進する。 

 

１０ 関係者との連携等 

   市は、いじめを受けた子ども又はその保護者に対する支援、いじめを

行った子どもに対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめ

の防止等の取組が、適切かつ迅速に行われるよう、学校、保護者、地域

住民、事業者、関係機関その他の関係者の間の連携の強化及び必要な体

制の整備を行う。 

  

１１ いじめの防止等の取組に従事する人材の確保及び資質の向上 

   市は、いじめの防止等の取組が専門的知識に基づき適切かつ迅速に行

われるよう、次のことを行う。 

ア 学校の教職員又は事業者の従業員等への研修の充実に関すること。 

イ 心理、福祉又はいじめの防止等に関する専門的知識を持つ職員の確

保に関すること。 

ウ ア及びイのほか、いじめの防止等の取組のために必要な人材の確保

及びその資質の向上に資する措置に関すること。 

  

１２ 豊田市いじめ問題対策連絡協議会 

（１）教育委員会は、学校、関係機関その他の関係者との連携を図るため、

法第１４条第１項の規定に基づき、豊田市いじめ問題対策連絡協議会

（以下「連絡協議会」という。）を置く。 

（２）連絡協議会の委員は、２０人以内とする。 

（３）連絡協議会の委員は、子どもの権利、福祉、教育等に関して知識及び

経験のある人のうちから、教育委員会が選ぶ。 

  

１３ 豊田市いじめ防止対策委員会 

（１）教育委員会は、教育委員会と連絡協議会との円滑な連携の下に、基本

方針に基づくいじめの防止等の取組を実効的に行うため、法第１４条第

３項の規定に基づき、豊田市いじめ防止対策委員会（以下「対策委員

会」という。）を置く。 

（２）対策委員会の委員は、１５人以内とする。 
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（３）対策委員会の委員は、公共的団体等が推薦する人、弁護士、心理、福

祉等に関する専門的知識を有する人、関係機関の職員、学識経験者その

他教育委員会が適当と認める人のうちから、教育委員会が選ぶ。 

  

１４ 豊田市いじめ問題調査委員会 

（１）教育委員会は、法第２８条第１項の重大事態が発生した場合は、その

重大事態に係る事実関係を明確にするための調査及び審議を行うため、

同項の規定に基づき、豊田市いじめ問題調査委員会（以下「調査委員

会」という。）を置く。 

（２）調査委員会の委員は、１５人以内とする。 

（３）調査委員会の委員は、公共的団体等が推薦する人、弁護士、心理、福

祉等に関する専門的知識を有する人、関係機関の職員、学識経験者その

他教育委員会が適当と認める人のうちから、教育委員会が選ぶ。 

  

１５ 個人情報の取扱い 

（１）市は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取扱い

に十分に留意し、その個人情報をいじめの防止等の取組に関する事務の

遂行以外のために用いてはならない。 

（２）いじめに関する相談等に関係した者は、正当な理由なく、その際に知

り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。 

  

【備考】 

１ 施行期日  令和８年４月１日 

  

２ 関係条例 

（１）豊田市附属機関条例 

（２）豊田市子ども条例 

  

【担当課：学校教育課】 
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 議案第１２０号 豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  地方公共団体情報システムの標準化等に伴い、個人番号を利用する事務

及び当該事務において利用することができる特定個人情報並びに特定個人

情報の提供を行うことができる事務を追加する。 

 

１ 市長が個人番号を利用する事務及び当該事務において利用することがで

きる特定個人情報の追加 

（１）住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

に係るもの等の追加（令和８年１月５日以後） 

個人番号を利用する事務 利用することができる特定個人情報 

住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

（１）地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

（２）生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

（３）医療保険給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

（４）住民票関係情報であって規

則で定めるもの 

（５）障害者関係情報であって規

則で定めるもの 

（６）施設入所支援等関係情報で

あって規則で定めるもの 

（７）中国残留邦人等支援給付等

関係情報であって規則で定め

るもの 

（８）公金受取口座情報であって

規則で定めるもの 

（９）保険給付支給関係情報であ

って規則で定めるもの 

（１０）小児慢性特定疾病医療費

等給付関係情報であって規則

で定めるもの 

（１１）資金の貸付け等関係情報

であって規則で定めるもの 

（１２）自立支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

（１３）特定医療費関係情報であ

って規則で定めるもの 

（１４）児童扶養手当関係情報で

あって規則で定めるもの 
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  （１５）特別児童扶養手当等関係

情報であって規則で定めるも

の 

（１６）養育医療関係情報であっ

て規則で定めるもの 

（１７）児童手当関係情報であっ

て規則で定めるもの 

（１８）介護給付等関係情報であ

って規則で定めるもの 

行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法

律別表の各項下欄に掲げる事務（準

法定事務を含む。） 

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

（２）住登外者宛名番号管理機能を実装するシステムを利用する事務におい

て利用することができる特定個人情報の追加（令和８年１月５日以後） 

    住登外者宛名番号管理機能を実装するシステムを利用する事務にお

いて利用することができる特定個人情報として、住登外者宛名情報で

あって規則で定めるものを追加する。 

（３）１８歳以上の者に対する補聴器の購入費の助成に関する事務に係るも

のの追加（公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で

定める日以後） 

個人番号を利用する事務 利用することができる特定個人情報 

障害者総合支援法、老人福祉法及び

豊田市地域共生社会の実現に向けた

相互理解の促進及び意思疎通の円滑

化に関する条例の趣旨にのっとり市

が行う、医師が補聴器装用の必要性

を認めた１８歳以上の者に対する補

聴器の購入費の助成に関する事務で

あって規則で定めるもの 

（１）地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

（２）住民票関係情報であって規

則で定めるもの 

（３）生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

（４）住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの 

  

２ 教育委員会が個人番号を利用する事務及び当該事務において利用するこ

とができる特定個人情報の追加 

（１）住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

に係るものの追加（令和８年１月５日以後） 

個人番号を利用する事務 利用することができる特定個人情報 

住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

（１）特別支援学級への就学に係

る奨励費の支給に関する情報

であって教育委員会規則で定

めるもの 

（２）就学援助に関する情報であ

って教育委員会規則で定める

もの 
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（２）住登外者宛名番号管理機能を実装するシステムを利用する事務におい

て利用することができる特定個人情報の追加（令和８年１月５日以後） 

    住登外者宛名番号管理機能を実装するシステムを利用する事務にお

いて利用することができる特定個人情報として、住登外者宛名情報で

あって教育委員会規則で定めるものを追加する。 

 

３ 特定個人情報の提供を行うことができる事務の追加（令和８年１月５日

以後） 

情報照会機関 情報照会をする事務 情報提供機関 
情報提供をする特定

個人情報 

教育委員会 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって教

育委員会規則で定め

るもの 

市長 住登外者宛名情報で

あって教育委員会規

則で定めるもの 

    

【備考】 

１ 住登外者 

   本市の住民基本台帳に記録されていない者であって当該住民基本台帳

に記録されている者とは別に管理する必要があるものをいう。 

  

２ 住登外者宛名番号管理機能 

   住登外者を一意に特定するために番号を付し、及び管理するための機能 

  をいう。 

  

３ 住登外者宛名情報 

   住登外者宛名番号管理機能により管理された住登外者の情報をいう。 

  

【担当課：行政改革推進課】   
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 議案第１２１号 豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  令和７年人事院勧告に準じて、一般職の任期付職員の給料月額の引上げ

並びに期末手当の支給割合及び勤勉手当の額の総額の設定に係る割合の改

定を行う。 

 

１ 給料月額の引上げ 

号給 現  行 改 正 後 

１ ３９２，０００円 ４０５，０００円 

２ ４４０，０００円 ４５５，０００円 

３ ４９２，０００円 ５０８，０００円 

４ ５５５，０００円 ５７４，０００円 

５ ６３４，０００円 ６５５，０００円 

６ ７４０，０００円 ７６５，０００円 

７ ８６４，０００円 ８９３，０００円 

 

２ 期末手当の支給割合の改定 

令和７年１２月１日前

まで 
令和７年１２月１日以後 令和８年４月１日以後 

100 分の 95 100 分の 97.5 100 分の 96.25 

 

３ 勤勉手当の額の総額の設定に係る割合の改定 

令和７年１２月１日前

まで 
令和７年１２月１日以後 令和８年４月１日以後 

100 分の 87.5 100 分の 90 100 分の 88.75 

  

【備考】 

１ 一般職の任期付職員 

   高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する

当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行

することが特に必要とされる業務に従事させるため、任命権者が選考に

より任期を定めて採用する職員 

 

２ 一般職の任期付職員の期末手当の額 

   期末手当の支給基準日現在において一般職の任期付職員が受けるべき

給料及び地域手当の月額の合計額に、期末手当に係る支給割合を乗じて

得た額 
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３ 一般職の任期付職員の勤勉手当の額の総額の設定 

   勤勉手当の支給基準日現在において一般職の任期付職員が受けるべき

給料及び地域手当の月額の合計額に勤勉手当に係る割合を乗じて得た額

の総額を、勤勉手当の上限額とするもの 

 

【担当課：人事課】 

 

 議案第１２２号 豊田市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  情勢との適応及び他との均衡を考慮し、議会の議員の期末手当に係る支

給割合を改定する。 

 

  議会の議員の期末手当の支給割合の改定 

令和７年１２月１日前

まで 
令和７年１２月１日以後 令和８年４月１日以後 

100 分の 172.5 100 分の 177.5 100 分の 175 

  

【備考】 

  議会の議員の期末手当の額 

   議員報酬の月額及びその額に１００分の４５を乗じて得た額の合計額

に、期末手当の支給割合を乗じて得た額 

  

【担当課：人事課】 
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 議案第１２３号 豊田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改

正する条例 

【要旨】 

  情勢との適応及び他との均衡を考慮し、会計年度任用職員の報酬の限度

額の引上げ並びに期末手当の支給割合及び勤勉手当の額の総額の設定に係

る割合の改定を行う。 

  

１ 報酬の限度額の引上げ 

職 種 現  行 令和８年４月１日以後 

事務 

第１種 
月額３０万円、日額１万５，

０００円又は時間額２，００

０円 

月額３７万円、日額１万６，５

００円又は時間額２，２００円 

第２種 
月額２４万円、日額１万２，

０００円又は時間額１，６０

０円 

月額３０万円、日額１万３，５

００円又は時間額１，８００円 

第３種 
月額２１万円、日額１万５０

０円又は時間額１，４００円 

月額２７万円、日額１万２，０

００円又は時間額１，６００円 

専門 
月額５０万円、日額３万３，

０００円又は時間額５，５０

０円 

月額５６万円、日額３万３，０

００円又は時間額５，５００円 

労務 
月額２４万円、日額１万２，

０００円又は時間額１，６０

０円 

月額３０万円、日額１万３，５

００円又は時間額１，８００円 

 

２ 期末手当の支給割合の改定 

現  行 令和８年４月１日以後 

100 分の 125 100 分の 126.25 

 

３ 勤勉手当の額の総額の設定に係る割合の改定 

現  行 令和８年４月１日以後 

100 分の 105 100 分の 106.25 

  

【備考】 

１ 会計年度任用職員 

   一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める職員であっ

て、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職

員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの 

 

２ 会計年度任用職員の期末手当の額 

   １０月支給分については４月から９月末日までの勤務に対して支給され

る報酬の額、４月支給分については１０月から翌年３月末日までの勤務に 
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対して支給される報酬の額の合計をそれぞれ６で除して得た額に、期末手

当の支給割合を乗じて得た額 

  

３ 会計年度任用職員の勤勉手当の額の総額の設定 

   １０月支給分については４月から９月末日までの勤務に対して支給さ

れる報酬の額、４月支給分については１０月から翌年３月末日までの勤

務に対して支給される報酬の額の合計をそれぞれ６で除して得た額に、

勤勉手当に係る割合を乗じて得た額の総額を、勤勉手当の上限額とする

もの 

  

【担当課：人事課】 

 

 議案第１２４号 豊田市特別職職員の給与を定める条例の一部を改正する条

例 

【要旨】 

  情勢との適応及び他との均衡を考慮し、特別職職員の期末手当に係る支

給割合を改定する。 

 

  特別職職員の期末手当の支給割合の改定 

令和７年１２月１日前

まで 
令和７年１２月１日以後 令和８年４月１日以後 

100 分の 172.5 100 分の 177.5 100 分の 175 

   

【備考】 

  特別職職員の期末手当の額 

   特別職職員の受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、給料及

び地域手当の月額の合計額に１００分の２０を乗じて得た額並びに給料

月額に１００分の２５を乗じて得た額を加算した額に、期末手当の支給

割合を乗じて得た額 

  

【担当課：人事課】 
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 議案第１２５号 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  令和７年人事院勧告に準じて、職員の給料月額の引上げ並びに期末手当

の支給割合及び勤勉手当の額の総額の設定に係る割合の改定を行う。 

１ 給料月額の引上げ 

   平均引上げ率 ３．４％（１１，０２２円） 

２ 期末手当の支給割合の改定 

職員の区分 
令和７年１２月１日

前まで 

令和７年１２月１日

以後 

令和８年４月１日

以後 

一般の職員 100分の125 100分の127.5 100分の126.25 

 特定管理職員 100分の105 100分の107.5 100分の106.25 

定 年 前 再 任 用

短 時 間 勤 務 職

員 

100分の70 100分の72.5 100分の71.25 

 特定管理職員 100分の60 100分の62.5 100分の61.25 

３ 勤勉手当の額の総額の設定に係る割合の改定 

職員の区分 
令和７年１２月１日

前まで 

令和７年１２月１日

以後 

令和８年４月１日

以後 

一般の職員 100分の105 100分の107.5 100分の106.25 

 特定管理職員 100分の125 100分の127.5 100分の126.25 

定 年 前 再 任 用

短 時 間 勤 務 職

員 

100分の50 100分の52.5 100分の51.25 

 特定管理職員 100分の60 100分の62.5 100分の61.25 

  

【備考】 

１ 一般職の職員の勤勉手当の額の総額の設定 

   勤勉手当の支給基準日現在において一般職の職員の職員区分に属する

職員が受けるべき給料、地域手当及び扶養手当の月額の合計額に、勤勉

手当に係る割合を乗じて得た額の総額を、当該職員区分に属する職員に

支給する勤勉手当の上限額とするもの 

２ 特定管理職員 

   副参事以上又はこれに相当する職員 

  

【担当課：人事課】 
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 議案第１２６号 豊田市災害派遣手当条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、現に引用して

いる条項及び用語を整理する。 

 

１ 現に引用している新型インフルエンザ等対策特別措置法の条項の整理 

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第４４条  第２６条の８ 

 

２ 現に引用している用語の整理 

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

新型インフルエンザ等 

緊急事態派遣手当 

 特定新型インフルエンザ等 

対策派遣手当       

   

【担当課：人事課】 
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 議案第１２７号 豊田市職員退職手当条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  雇用保険法の一部改正に伴い、同法の規定による就業促進手当の支給の

条件に従い支給する失業者の退職手当に係る日数計算の規定を整理する。 

  

 雇用保険法の規定による就業促進手当の支給の条件に従い支給する失業

者の退職手当に係る日数計算の規定の整理 

現  行 改 正 後 

雇用保険法第５６条の３第３項に

規定する就業促進手当の額に相当

する金額の退職手当の支給があっ

たときは、次に掲げる退職手当ご

とに、それぞれに定める日数分の

退職手当の支給があったものとみ

なす。 

（１）雇用保険法第５６条の３第

１項第１号イに該当する者に

係る就業促進手当に相当する

退職手当 当該退職手当の支

給を受けた日数に相当する日

数 

（２）雇用保険法第５６条の３第

１項第１号ロに該当する者に

係る就業促進手当に相当する

退職手当 当該就業促進手当

について同条第５項の規定に

より基本手当を支給したもの

とみなされる日数に相当する

日数 

雇用保険法第５６条の３第３項に

規定する就業促進手当の額に相当

する金額の退職手当の支給があっ

たときは、雇用保険法第５６条の

３第１項第１号に該当する者に係

る就業促進手当について同条第４

項の規定により基本手当を支給し

たものとみなされる日数に相当す

る日数分の退職手当の支給があっ

たものとみなす。 

 

  
 

【担当課：人事課】 
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 議案第１２８号 豊田市学校法人助成条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  私立学校法の一部改正に伴い、現に引用している条項を整理する。 

 

 現に引用している私立学校法の条項の整理 

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第５９条  第１３２条 

  

【担当課：教育政策課】 

 

 議案第１２９号 豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例の一

部を改正する条例 

【要旨】 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う産業廃棄物処理業

に係る許可を取り消された者等に対する措置の強化並びに産業廃棄物管理

票の電子化の普及に伴う産業廃棄物の移動及び処理状況の透明性の確保が

図られたため、市外産業廃棄物の搬入の届出を廃止するほか、所要の改正

を行う。 

  

１ 市外産業廃棄物の搬入の届出の廃止（令和８年４月１日） 

   市外産業廃棄物の搬入の届出を廃止する。 

 

２ 正当な理由がなく勧告に従わない者等の氏名等の公表に関する弁明の機

会の付与に係る規定の整理 

現  行 令和８年４月１日以後 

第１３条第５項の規定は、前項の規

定による公表について準用する。 

市長は、前項の規定による公表を

し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ

め、豊田市行政手続条例第３章第

３節に規定する弁明の機会の付与

の例により、同項に規定する者に

意見を述べる機会を与えなければ

ならない。 

   

【担当課：廃棄物対策課】 
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 議案第１３０号 児童福祉法等の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条

例 

【要旨】 

  児童福祉法等の一部改正に伴い、現に引用している条項を整理するほ

か、所要の改正を行う。 

 

１ 豊田市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定め

る条例の一部改正 

   現に引用している児童福祉法の条項の整理  

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第３３条の１０各号 

 第３３条の１０第１項各号（幼稚園

型認定こども園にあっては、学校教

育法第２８条第２項において準用す

る就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する

法律第２７条の２第１項各号） 

 

２ 豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正 

   現に引用している児童福祉法の条項の整理  

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第３３条の１０各号  第３３条の１０第１項各号 

 

３ 豊田市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正 

（１）現に引用している就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（以下「認定こども園法」という。）の条項の整

理 

＜現 行＞  ＜令和８年４月１日以後＞ 

第１４条第６項  第１４条第７項 

（２）虐待等の禁止の規定の整理 

認定こども園法において虐待等の禁止に係る規定が整備されたこと

に伴い、豊田市幼保連携型認定こども園における虐待等の禁止の規定

を整理する。 

 

４ 豊田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部改正 

   現に引用している児童福祉法の条項の整理  

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第３３条の１０各号  第３３条の１０第１項各号 

 

５ 豊田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正 
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   現に引用している児童福祉法の条項の整理  

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第３３条の１０各号 

 
第３３条の１０第１項各号（幼保連

携型認定こども園である特定教育・

保育施設の職員にあっては認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、幼

稚園である特定教育・保育施設の職

員にあっては学校教育法第２８条第

２項において準用する認定こども園

法第２７条の２第１項各号） 

  

６ 豊田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正 

   現に引用している児童福祉法の条項の整理  

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第３３条の１０各号  第３３条の１０第１項各号 

  

【担当課：保育課、こども・若者政策課】 
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 議案第１３１号 豊田市立保育所条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  行政需要の変化に的確に対応するため、豊田市立豊松こども園を廃止す

る。 

  

  豊田市立豊松こども園の廃止（令和８年４月１日） 

   豊田市立豊松こども園を廃止する。 

  

【担当課：保育課】 

  

 議案第１３２号 豊田市養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、現

に引用している条項を整理する。 

 

  現に引用している特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の条

項の整理 

＜現 行＞  ＜改正後＞ 

第６条  第１２条第７項 

   

【担当課：高齢福祉課】   

-23-



 議案第１３３号 豊田市稲武どんぐり工房条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  豊田市稲武どんぐり工房の通路の整備に伴い、中庭の使用料を設定する

とともに、地域の特産品等の販売を目的とする利用に係る使用料の規定を

整理する。 

  

１ 中庭の使用料の設定（令和８年４月１日以後） 

区 分 
使 用 料（円） 

9：00～11：00 11：00～13：00 13：00～15：00 15：00～17：00 

中 庭 ３００ ３００ ３００ ３００ 

  

２ 地域の特産品等の販売を目的とする利用に係る使用料の規定の整理（令

和８年４月１日以後） 

   地域の特産品等を販売する目的で利用する場合の使用料は、当該利用

に係る時間区分の使用料の合計額に、売上金（消費税及び地方消費税の

額を除く。）の１００分の５に相当する額を加算した額とする。 

    

【担当課：稲武支所】   
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 議案第１３４号 豊田市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  卸売市場法の一部改正に伴い、市場で取り扱う指定飲食料品等、これに

関連する指標及び飲食料品等事業者が取引において講ずる措置の公表に係

る規定を追加する。 

  

  市場で取り扱う指定飲食料品等、これに関連する指標及び飲食料品等事

業者が取引において講ずる措置の公表に係る規定の追加（令和８年４月１

日以後） 

市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の事項

を公表するものとする。 

ア 取扱品目のうち食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業

者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（以

下「食品等持続的供給法」という。）第４２条第１項に規定する指定

飲食料品等（取扱予定のないものを除く。） 

イ アの指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第１項第１

号に規定する指標 

ウ 食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容 

  

【備考】 

  指定飲食料品等 

   飲食料品等であって、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこ

と、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質によ

り、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることその

他の事情から、その飲食料品等事業者等間の売買その他の取引において

その持続的な供給に要する費用について認識しにくいものとして、農林

水産大臣が、農林水産省令で指定するもの 

  

【担当課：農政企画課】 
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 議案第１３５号 豊田市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一

部を改正する条例 

【要旨】 

  漁港漁場整備法の一部改正に伴い、現に引用されている法律の名称を整

理する。 

  

  現に引用している法律の名称の整理 

     ＜現 行＞             ＜改正後＞ 

    漁港漁場整備法       漁港及び漁場の整備等に関する法律 

【担当課：都市計画課】  
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 議案第１３６号 豊田市地区計画等の区域内における建築物制限条例の一部

を改正する条例 

【要旨】 

  大池汐取地区計画の決定に伴い、当該地区計画の区域内における建築物

の用途、構造及び敷地に関する制限を設定する。 

  

１ 条例適用区域の追加 

名  称 区  域 

大池汐取地区整備計画区域 豊田都市計画大池汐取地区計画の区域の

うち、地区整備計画が定められた区域 

 

２ 大池汐取地区整備計画区域内における建築物に係る制限の設定 

（１）建築することができる

建築物 

 

ア 住宅 

イ 住宅で事務所、店舗その他これらに

類する用途を兼ねるもののうち建築基

準法施行令（以下「法施行令」とい

う。）第１３０条の３で定めるもの 

ウ 集会所 

エ 老人ホーム、保育所、福祉ホームそ

の他これらに類するもの 

オ 巡査派出所、公衆電話所その他これ

らに類する法施行令第１３０条の４で

定める公益上必要な建築物 

カ アからオまでの建築物に附属するも

の（法施行令第１３０条の５で定める

ものを除く。） 

（２）容積率の最高限度 １００％ 

（３）建蔽率の最高限度 ６０％ 

（４）敷地面積の最低限度 ２００㎡ 

（５）後退距離 １ｍ以上 

 適用除外の建築物等 ア 物置、車庫等で、軒の高さが２．５

ｍ以下で、かつ、後退距離の限度に満

たない部分の床面積の合計が１２㎡以

内のもの 

イ 建築物の附属部分等で、出窓、ベラ

ンダ、バルコニー、テラス、屋外階段

その他これらに類するもの 
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（６）建築物の高さの最高限

度 

１０ｍ 

 各部分の高さ 建築基準法第５６条及び第５６条の２

並びに同条第１項の規定に基づく愛知県

建築基準条例第１１条において第一種低

層住居専用地域で容積率の限度が１０分

の１０の区域に適用される規定に適合す

る高さ 

  

【担当課：都市計画課】 

  

 議案第１３７号 豊田市山村地域活性化住宅条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  市営住宅等の整理及び再編に伴い、豊田市特定公共賃貸住宅井ノ口住宅

の一部の住戸について、その位置付けを豊田市山村地域活性化住宅に変更

する。 

  

１ 井ノ口住宅の一部の住戸の位置付けの変更 

現  行 令和８年１月１日以後 

豊田市特定公共賃貸住宅 豊田市山村地域活性化住宅 

 

２ 井ノ口住宅の住戸使用料等の額の設定（令和８年１月１日以後） 

区  分 月  額 

住戸使用料 ３５，０００円 

１台当たりの駐車場使用料 ５００円 

共益費 １，３００円 
 

【担当課：建築保全・住宅課】 
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 議案第１３８号 豊田市火災予防条例の一部を改正する条例 

【要旨】 

  林野火災の予防の実効性を高めるため、林野火災に関する注意報を新設

するとともに、林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中に

おける火の使用の制限の対象となる区域の指定に係る規定を追加するほ

か、所要の改正を行う。 

 

１ 林野火災に関する注意報の新設（令和８年１月１日以後） 

（１）市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」

という。）の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注

意報を発することができる。 

（２）（１）の注意報が発せられたときは、当該注意報が解除されるまでの

間、市の区域内に在る者（（３）により区域を指定したときは、当該区

域内に在る者）は、火の使用の制限に従うよう努めなければならない。 

（３）市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、（２）による火の使用

の制限の対象となる区域を指定することができる。 

 

２ 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使

用の制限の対象となる区域の指定に係る規定の追加（令和８年１月１日以

後） 

   市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したとき

は、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用の制限の対象となる

区域を指定することができる。 

  

３ 火災に関する警報の発令中における屋内での裸火の使用に係る制限の廃

止（令和８年１月１日） 

   火を使用する設備及び器具の変化に伴い、火災に関する警報の発令中

における屋内での裸火の使用に係る制限を廃止する。 

 

４ 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の対象となる 

期間及び区域の指定に係る規定の追加（令和８年１月１日以後） 

   消防長は、火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等につい 

て、届出の対象となる期間及び区域を指定することができる。 

 

      【担当課：予防課】 

 

 議案第１３９号から議案第１４６号まで 令和７年度豊田市補正予算 

   →「予算関係議案の要旨（資料２）」参照 
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 議案第１４７号 工事請負契約の締結について（豊田市衛生試験所長寿命化

改修空調工事） 

【要旨】 

  計画的な保全を行い、安全・安心で快適な施設環境を確保するため、豊

田市衛生試験所の空調設備を改修する。 

  

１ 契約目的  豊田市衛生試験所長寿命化改修空調工事 

  

２ 契約金額  ５１１，５００，０００円 

 

３ 相 手 方      半田市亀崎町九丁目１２３番地の８ 

         三和株式会社 

          代表取締役 岡田 行雄 

 

４ 契約方法  一般競争入札（２名） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】 

１ 工事場所  豊田市西町地内 

 

２ 工事概要  空調設備改修工事 一式 

 

３ 完成予定日 令和９年２月２６日 

  

【担当課：財産管理課】   
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 議案第１４８号 工事請負契約の締結について（重要文化財旧鈴木家住宅保

存修理工事（第８期工事）） 

【要旨】 

  重要文化財旧鈴木家住宅を、その歴史や建造物の価値を伝えるための公開

施設とするため、復原修理を行う。 

 

１ 契約目的  重要文化財旧鈴木家住宅保存修理工事（第８期工事） 

 

２ 契約金額  ３３５，５００，０００円 

 

３ 相 手 方      名古屋市中川区西日置二丁目１２番２０号 

         株式会社魚津社寺工務店 

          代表取締役 魚津 忠弘 

 

４ 契約方法  一般競争入札（１名） 

 

【備考】 

１ 工事場所  豊田市足助町地内 

 

２ 工事概要  保存修理工事 一式 

 

３ 完成予定日 令和１１年１月２４日 

  

【担当課：文化財課】   
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 議案第１４９号 工事請負契約の締結について（豊田市立中山小学校改修工

事） 

【要旨】 

  児童数の増加に対応した教育環境を整備するため、豊田市立中山小学校の

校舎を改修する。 

  

１ 契約目的  豊田市立中山小学校改修工事 

  

２ 契約金額  ２２８，２５０，０００円 

   

３ 相 手 方  豊田市東梅坪町十丁目３番地３ 

         太啓建設株式会社 

          代表取締役 大矢 伸明 

  

４ 契約方法  一般競争入札（１名）  

  

 

【備考】 

１ 工事場所  豊田市西中山町地内 

  

２ 工事概要 

（１）既設校舎改修工事 

  ア 構造    鉄筋コンクリート造一部鉄骨造３階建て 

  イ 延べ面積  ８２１㎡（普通教室、特別支援教室ほか） 

（２）既設渡り廊下解体工事 

  ア 構造    鉄骨造 

  イ 延べ面積  １２１㎡ 

（３）渡り廊下屋内化改修工事 

  ア 構造    鉄骨造 

  イ 延べ面積  ３６㎡ 

 

３ 完成予定日 令和９年１月２９日 

  

【担当課：学校づくり推進課】 
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 議案第１５０号 工事請負契約の変更について（豊田市渡刈クリーンセンタ

ー基幹的設備改良工事） 

【要旨】 

  賃金水準及び物価水準の引上げに伴い、契約金額について変更契約を締

結する。 

  

１ 契約目的  豊田市渡刈クリーンセンター基幹的設備改良工事 

  

２ 契約金額  変更前金額 ６，９１４，１６０，０００円 

        変更後金額 ７，０６９，８１０，０００円 

        増 減 額   １５５，６５０，０００円 

  

３ 相 手 方  名古屋市中村区名駅南一丁目２４番３０号 

カナデビア株式会社 中部支社 

          支社長 朝枝 政利 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】 

１ 当初契約日  令和４年９月２９日 

 

２ 工 事 場 所  豊田市渡刈町地内 

 

３ 変更前工事概要 

（１）機械設備工事   一式 

  ア 受入供給設備 

イ 熱分解設備 

ウ 熱分解残さ選別設備 

エ 燃焼溶融設備 

オ 溶融スラグ処理設備 

カ 燃焼ガス冷却設備 

キ 排ガス処理設備 

ク 灰処理設備 

ケ 余熱利用設備 

コ 通風設備 

サ 給水設備 

シ 計装制御設備 

ス 雑設備 

（２）土木建築工事   一式 

  ア 機械基礎工事 

  イ エレクション開口工事 

  ウ 空調設備工事 

  エ 照明設備工事 

 

４ 変更内容 

賃金水準及び物価水準の引上げに伴う契約金額の変更 
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ア 工事請負契約約款に基づき相手方から請求のあった契約金額の変更に

応じるもの 

イ 賃金水準及び物価水準の変更が生じたため 

 

５ 完成予定日 令和９年２月２６日 

 

  

【担当課：清掃施設課】   
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 議案第１５１号 財産の取得について（豊田市美術館収蔵用美術品） 

【要旨】 

  豊田市美術館の収蔵品の充実を図るため、美術品を購入する。 

  

１ 取得する財産 

（１）種 別  美術品 

（２）数 量  １点 

（３）作品名  ８枚のガラス  

ゲルハルト・リヒター 作 

  

２ 取得価格  ２９９，２００，０００円 

  

３ 相 手 方  東京都港区六本木六丁目６番９号 

         株式会社ワコウ・ワークス・オブ・アート 

          代表取締役 和光 清 

  

４ 契約方法  地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定による

随意契約 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当課：美術館】   
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 議案第１５２号 財産の取得について（排水ポンプ車） 

【要旨】 

市民の安全・安心を確保するため、排水ポンプ車を更新する。 

  

１ 取得する財産 

（１）種 別  排水ポンプ車 

（２）数 量  １台 

 

２ 取得価格  ４７，２４５，０００円 

  

３ 相 手 方  名古屋市中村区名駅三丁目２２番８号 

         株式会社クボタ 中部支社 

          支社長 枡田 多人 

  

４ 契約方法  一般競争入札（２名） 

  

 

【備考】 

１ 物件概要 

排水ポンプ車（排水ポンプ等の排水処理に必要な資機材を装備すること 

ができる緊急自動車） 

 

２ 供給予定期限 

   令和９年１月２２日 

 

３ 配置場所 

矢作川豊田防災ステーション 

  

【担当課：河川課】   
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 議案第１５３号 財産の取得について（ＰＥＮ樹脂製食器） 

【要旨】 

安全・安心な学校給食の提供のため、中部給食センターの給食用食器を強

化磁器製からＰＥＮ樹脂製に変更する。 

 

１ 取得する財産 

（１）種 別  ＰＥＮ樹脂製食器 

（２）数 量  ア 大椀    ７，７００枚 

イ 中椀   １１，４００枚 

ウ 仕切皿   ９，２００枚 

 

２ 取得価格  ３４，４４６，５００円 

 

３ 相 手 方  豊田市扶桑町二丁目１６３番地 

         株式会社厨林堂 豊田営業所 

          所長 寺部 諒 

  

４ 契約方法  一般競争入札（３名） 

   

 

【備考】 

 供給予定期限 令和８年８月３１日 

  

【担当課：保健給食課】 
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 議案第１５４号 財産取得に係る変更について（豊田市立加納小学校ほか１

４校体育館空調設備） 

【要旨】 

  一部のキュービクルにおいて著しい老朽化等が判明し、その更新等が必

要となったため、豊田市立加納小学校ほか１４校の体育館の空調設備に係

る取得価格を変更する。 

  

１ 取得する財産 

（１）種 別  空調設備 

（２）数 量  一式 

（３）場 所  豊田市加納町ほか地内 

 

２ 取得価格  変更前金額 ４８８，４００，０００円 

        変更後金額 ５１３，０２９，０００円 

        増 減 額  ２４，６２９，０００円 

 

３ 相 手 方  代表事業者 

豊田市元町６８番地３ 

          豊田電気株式会社 

           代表取締役 芳賀 孝之 

          

構成員 

名古屋市中村区名駅五丁目２番１７号 

          株式会社アイネック 

代表取締役 度會 洋徳 

  

【備考】 

１ 当初契約日 

   令和６年１２月１９日 

  

２ 主な変更内容  

   小学校２校におけるキュービクルの更新等 

    東広瀬小学校及び萩野小学校（ふれあいセンター萩野）の空調設備

の工事を進めるに当たり、一部のキュービクルにおいて著しい老朽化

による早期の更新が必要であること等が判明したため、これらの学校

のキュービクルの更新等に係る費用を追加する。 

  

３ 引渡予定日 

   令和７年１２月１８日 

  

【担当課：学校づくり推進課】 
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議案第１５５号 指定管理者の指定について（豊田市歌舞伎伝承館） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市歌舞

伎伝承館の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市歌舞伎伝承館 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

         理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 公益財団法人豊田市文化振興財団の概要 

（１）設立年月  昭和５０年５月 

（２）基本財産  ３８２，４３５，０００円 

（３）職員 数   ７５名 

（４）事業内容  ア 文化施設等を活用して、市民が文化・芸術に触れる機 

会と場を提供する事業 

         イ 文化・芸術に関する講座の開催等、文化・芸術に関す 

る知識及び技能の習得を図る事業 

         ウ 文化・芸術の振興に関する表彰、助成等を行う事業 

         エ 地域文化に関する調査及び情報の提供を行う事業 

         オ 青少年育成施設等を活用して、青少年の社会性と豊か 

な情操を養う機会と場を提供する事業 

         カ 青少年音楽団体の運営及び青少年団体に対する助言そ 

の他の支援を行う事業 

         キ 生涯学習施設を活用して、生涯学習の機会と場を提供 

する事業 

         ク その他公益目的を達成するために必要な事業 

         ケ 文化施設等を公益目的事業以外に貸与する事業 

         コ その他公益目的事業の推進に資する事業 

  

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

豊田市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下「指

定手続条例」という。）第２条第５号該当 

 

３ 指定手続条例第２条第５号 

   施設の性質、設置目的及び当該施設における業務の性質等により公募す

ることが適さないと認められるとき。 

  

【担当課：博物館】 
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 議案第１５６号 指定管理者の指定について（喜楽亭） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、喜楽亭の指

定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  喜楽亭 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

         理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第５号該当 

  

【担当課：文化財課】  
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 議案第１５７号 指定管理者の指定について（豊田市総合野外センター） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市総合

野外センターの指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市総合野外センター 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第３号該当 

 

２ 指定手続条例第２条第３号 

   当該施設における事業運営に相当な知識及び経験等が必要な場合で、当

該施設における事業運営を行う団体に施設の管理を併せて行わせることが

当該施設の効果的かつ効率的な管理運営に資すると認められるとき。 

 

【担当課：こども・若者政策課】   
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 議案第１５８号 指定管理者の指定について（豊田市猿投コミュニティセン

ター体育館及び武道場） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市猿投

コミュニティセンター体育館及び武道場の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  （１）豊田市猿投コミュニティセンター体育館 

         （２）豊田市猿投コミュニティセンター武道場 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

         理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第５号該当 

  

【担当課：猿投支所】   
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 議案第１５９号 指定管理者の指定について（豊田市石野運動広場ほか４施

設） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市石野

運動広場ほか４施設の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  （１）豊田市石野運動広場 

         （２）豊田市末野原運動広場 

         （３）豊田市高橋運動広場 

         （４）豊田市保見運動広場 

         （５）土橋公園 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

         理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第５号該当 

    

【担当課：スポーツ振興課】 
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議案第１６０号 指定管理者の指定について（豊田市教職員会館テニスコー

ト） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市教職

員会館テニスコートの指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市教職員会館テニスコート 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第５号該当 

  

【担当課：学校教育課】   
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 議案第１６１号 指定管理者の指定について（豊田市民文化会館） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市民文

化会館の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市民文化会館 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

指定手続条例第２条第３号該当 

    

【担当課：文化振興課】 
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 議案第１６２号 指定管理者の指定について（豊田市コンサートホール・能

楽堂） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市コン

サートホール・能楽堂の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市コンサートホール・能楽堂 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

    

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

指定手続条例第２条第３号該当 

    

【担当課：文化振興課】   
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 議案第１６３号 指定管理者の指定について（豊田市交流館） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市交流

館の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称 （１）豊田市逢妻交流館 

      （２）豊田市旭交流館 

      （３）豊田市朝日丘交流館 

      （４）豊田市足助交流館 

      （５）豊田市井郷交流館 

      （６）豊田市石野交流館 

      （７）豊田市稲武交流館 

      （８）豊田市梅坪台交流館 

      （９）豊田市小原交流館 

      （１０）豊田市上郷交流館 

      （１１）豊田市猿投北交流館 

      （１２）豊田市猿投台交流館 

      （１３）豊田市下山交流館 

      （１４）豊田市浄水交流館 

      （１５）豊田市末野原交流館 

      （１６）豊田市崇化館交流館 

      （１７）豊田市高橋交流館 

      （１８）豊田市藤岡交流館 

      （１９）豊田市藤岡南交流館 

      （２０）豊田市豊南交流館 

      （２１）豊田市保見交流館 

      （２２）豊田市前林交流館 

      （２３）豊田市益富交流館 

      （２４）豊田市松平交流館 

      （２５）豊田市美里交流館 

      （２６）豊田市竜神交流館 

      （２７）豊田市若園交流館 

（２８）豊田市若林交流館 
  
２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 
  
３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

指定手続条例第２条第３号該当 
    

【担当課：地域交流課】 
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 議案第１６４号 指定管理者の指定について（豊田市石畳ふれあい広場） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市石畳

ふれあい広場の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市石畳ふれあい広場 

  

２ 指定管理者  豊田市石畳町池ノ平３１８番地１ 

  となる団体   藤岡石畳地区地域づくり協議会 

         会長 佐脇 義典 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 藤岡石畳地区地域づくり協議会の概要 

（１）設立年月  平成１８年４月 

（２）会 員 数  ２，７００名 

（３）事業内容  豊田市石畳ふれあい広場及び豊田市藤岡山村広場を中心と

した地域のまちづくり活動 

  

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定管理条例第２条第２号該当 

  

３ 指定手続条例第２条第２号 

   当該施設が地域住民で構成する団体の地域活動の拠点となり、当該団体

に当該施設を管理運営させることが適当と認められるとき。 

  

【担当課：藤岡支所】   
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 議案第１６５号 指定管理者の指定について（豊田市浅野会館） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市浅野

会館の指定管理者を指定する。 

 

１ 施設の名称  豊田市浅野会館 

 

２ 指定管理者  豊田市島崎町石原３１０１番地３ 

  となる団体   浅野自治区 

           区長 鈴木 健二 

 

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  

【備考】 

１ 浅野自治区の概要 

（１）設立年月   平成１７年４月 

（２）予  算   ６，２５０，０００円 

（３）世 帯 数   １７９世帯 

（４）事業内容   ア 地域住民、諸団体等の意見調整に関すること。 

イ 地域住民の相互扶助及び福祉に関すること。 

ウ 地域住民の生活環境の整備及び生活の安全に関す 

ること。 

エ 地域のコミュニティ活動の振興に関すること。 

オ その他アからエまでに関連する事業 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第２号該当 

  

【担当課：旭支所】 
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 議案第１６６号 指定管理者の指定について（豊田市小原北部生活改善セン

ター） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市小原

北部生活改善センターの指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市小原北部生活改善センター 

  

２ 指定管理者  豊田市雑敷町東門８４番地１ 

  となる団体   小原北部開発推進協議会 

           会長 安藤 満郎 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 小原北部開発推進協議会の概要 

（１）設立年月   平成１７年６月 

（２）構成自治区  旭自治区、上仁木自治区及び高原自治区 

（３）世 帯 数   ２２０世帯 

（４）職 員 数   ４名 

（５）事業内容   小原北部地域の健康で明るく住みよい地域づくりに寄与

すること。 

  

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第２号該当 

    

【担当課：小原支所】   
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 議案第１６７号 指定管理者の指定について（老人憩の家あさひ荘） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、老人憩の家

あさひ荘の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  老人憩の家あさひ荘 

  

２ 指定管理者  豊田市加塩町坂４１番地 

  となる団体   敷島自治区加塩町内会 

           会長 高山 時由 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

    

【備考】 

１ 敷島自治区加塩町内会の概要 

（１）設立年月  平成１７年４月 

（２）予  算  ２，０７７，３８９円 

（３）世 帯 数   ２８世帯 

（４）事業内容  ア 地域住民、諸団体等の意見調整に関すること。 

        イ 地域住民の相互扶助及び福祉に関すること。 

ウ 地域住民の生活環境整備、生活安全等に関すること。 

         エ 地域のコミュニティ活動の振興に関すること。 

         オ その他アからエまでに関連する事業 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

指定手続条例第２条第５号該当 

    

【担当課：旭支所】   
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 議案第１６８号 指定管理者の指定について（豊田市立南部休日救急内科診

療所） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市立南

部休日救急内科診療所の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市立南部休日救急内科診療所 

 

２ 指定管理者  豊田市西山町三丁目３０番地１ 

  となる団体   公益財団法人豊田地域医療センター 

           理事長 宮川 秀一 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 公益財団法人豊田地域医療センターの概要 

（１）設立年月  昭和５２年１０月 

（２）基本財産  １０，０００，０００円 

（３）職 員 数  ４１５人 

（４）事業内容  ア 休日・全夜間救急診療業務 

         イ 慢性期医療・高齢者医療・高齢者向け健康講座活動事

業 

         ウ 健診、保健指導及び健康教育活動事業 

         エ 介護保険関連事業（訪問看護ステーション事業、居宅

介護支援事業及び地域包括支援センター事業） 

         オ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 

         カ 看護師養成事業 

         キ 訪問看護師・療法士等地域医療に貢献する人材育成事

業 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   公募（１名） 

  

【担当課：地域包括ケア企画課】   
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 議案第１６９号 指定管理者の指定について（敷島農村環境改善センター敷

島会館） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、敷島農村 

環境改善センター敷島会館の指定管理者を指定する。 

 

１ 施設の名称  敷島農村環境改善センター敷島会館 

 

２ 指定管理者  豊田市杉本町後万場９番地 

  となる団体   敷島自治区 

           区長 沓名 雄司 

 

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 敷島自治区の概要 

（１）設立年月  平成１７年４月 

（２）予  算  ９，５８６，０００円 

（３）世 帯 数  ３１７世帯 

（４）事業内容  ア 地域住民、諸団体等の意見調整に関すること。 

イ 地域住民の相互扶助及び福祉に関すること。 

ウ 地域住民の生活環境の整備及び生活の安全に関する 

こと。 

エ 地域のコミュニティ活動の振興に関すること。 

オ その他アからエまでに関連する事業 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第２号該当 

    

【担当課：旭支所】   
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 議案第１７０号 指定管理者の指定について（築羽農村環境改善センター築

羽会館） 

【要旨】 

 市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、築羽農村 

環境改善センター築羽会館の指定管理者を指定する。 

 

１ 施設の名称  築羽農村環境改善センター築羽会館 

 

２ 指定管理者  豊田市惣田町横手１５番地 

  となる団体   築羽自治区 

           区長 林 邦茂 

 

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 築羽自治区の概要 

（１）設立年月  平成１７年４月 

（２）予  算  ４，９５７，０００円 

（３）世 帯 数  １２９世帯 

（４）事業内容  ア 地域住民、諸団体等の意見調整に関すること。 

イ 地域住民の相互扶助及び福祉に関すること。 

ウ 地域住民の生活環境の整備及び生活の安全に関する 

こと。 

エ 地域のコミュニティ活動の振興に関すること。 

オ その他アからエまでに関連する事業 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第２号該当 

    

【担当課：旭支所】   
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 議案第１７１号 指定管理者の指定について（足助トレーニングセンターほ

か３施設） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、足助トレー

ニングセンターほか３施設の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  （１）足助トレーニングセンター 

         （２）豊田市足助グラウンド 

         （３）豊田市足助テニスコート 

         （４）足助農山村広場 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 

 

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

指定手続条例第２条第５号該当 

    

【担当課：足助支所】   
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 議案第１７２号 指定管理者の指定について（笹戸生活改善センター笹戸会

館） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、笹戸生活改

善センター笹戸会館の指定管理者を指定する。 

 

１ 施設の名称  笹戸生活改善センター笹戸会館 

 

２ 指定管理者  豊田市有間町桑凹１３番地 

  となる団体   笹戸自治区 

           区長 後藤 康仁 

 

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

【備考】 

１ 笹戸自治区の概要 

（１）設立年月  平成１７年４月 

（２）予  算  ５，９８０，０００円 

（３）世 帯 数  １０１世帯 

（４）事業内容  ア 地域住民、諸団体等の意見調整に関すること。 

イ 地域住民の相互扶助及び福祉に関すること。 

ウ 地域住民の生活環境の整備及び生活の安全に関する

こと。 

エ 地域のコミュニティ活動の振興に関すること。 

オ その他アからエまでに関連する事業 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第２号該当 

    

【担当課：旭支所】   
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 議案第１７３号 指定管理者の指定について（豊田市どんぐりの里いなぶ） 

【要旨】 

市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田市どん

ぐりの里いなぶの指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  豊田市どんぐりの里いなぶ 

  

２ 指定管理者  豊田市武節町針原２２番地１ 

  となる団体   株式会社どんぐりの里いなぶ 

           代表取締役 佐藤 伸政 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 株式会社どんぐりの里いなぶの概要 

（１）設立年月  平成１０年２月 

（２）基本財産  １０，０００，０００円 

（３）従業員数  １９名 

（４）事業内容  ア 地方公共団体から委託を受けた施設の管理及び運営 

イ 温泉保養施設の管理及び運営 

ウ 農林水産物の生産、加工及び販売 

エ 農林水産物及びその加工品の受託販売 

オ 宿泊休憩施設、食堂及び売店の経営 

 

２ 指定管理者となる団体の選定方法 

指定手続条例第２条第３号該当 

    

【担当課：稲武支所】   
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 議案第１７４号 指定管理者の指定について（豊田産業文化センター及び豊

田市青少年センター） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、豊田産業文

化センター及び豊田市青少年センターの指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  （１）豊田産業文化センター（産業科学センター（工作室

を除く。）、教養文化センター及び駐車場に限る。） 

         （２）豊田市青少年センター 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

  となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

           理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第３号該当 

  

【担当課：産業振興課】 
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議案第１７５号 指定管理者の指定について（井上公園水泳場） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、井上公園水

泳場の指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  井上公園水泳場 

  

２ 指定管理者  井上公園水泳場運営企業体 

  となる団体   代表者 神奈川県小田原市堀之内４５８番地 

         株式会社スポーツプラザ報徳 

          代表取締役 安藤 剛 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

   

【備考】 

１ 井上公園水泳場運営企業体の構成員 

（１）株式会社スポーツプラザ報徳 

（２）株式会社サン 

 

２ 株式会社スポーツプラザ報徳の概要 

（１）設立年月  昭和６２年１０月 

（２）資 本 金  １００，０００，０００円 

（３）職 員 数  ８５名 

（４）事業内容  ア 各種スポーツ教室及びスポーツクラブの経営並びに管

理運営 

         イ 建築工事、土木工事及び管工事の企画、設計、施工及

び監理 

         ウ スポーツに関する興業の企画及び実施 

         エ スポーツ施設の設計施工、管理運営及び清掃 

         オ スポーツインストラクターの養成及び派遣 

         カ スポーツ用品等の販売 

  

３ 株式会社サンの概要 

（１）設立年月  昭和４６年１０月 

（２）資 本 金  ３０，０００，０００円 

（３）職 員 数  ２５８名 

（４）事業内容  ア 建築物等の機器の製造及び販売 

         イ ビル総合管理及び保守 

         ウ ビル清掃に関する機器等の販売 

         エ 建築物及び催物の警備保安管理 

         オ レジャー施設の経営 

         カ ビオトープ事業の請負、設計、施工及び監理 

         キ 汚水廃水処理施設設計施工、清掃及び維持管理 
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         ク 給排水衛生設備設計施工、清掃及び維持管理 

         ケ 電気設備設計施工、保守点検及び維持管理 

         コ 機械器具等製造 

         サ 土木建築工事等の設計施工及び請負 

  

４ 指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第５号該当 

  

【担当課：スポーツ振興課】   
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 議案第１７６号 指定管理者の指定について（上郷公園） 

【要旨】 

  市民サービスの向上及び施設の効率的な管理運営を図るため、上郷公園の

指定管理者を指定する。 

  

１ 施設の名称  上郷公園 

  

２ 指定管理者  豊田市小坂町十二丁目１００番地 

 となる団体   公益財団法人豊田市文化振興財団 

         理事長 豊田 彬子 

  

３ 指定の期間  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

   

【備考】 

  指定管理者となる団体の選定方法 

   指定手続条例第２条第５号該当 

  

【担当課：上郷支所】   

-61-



 議案第１７７号 豊田市教育行政計画の策定について 

【要旨】 

  社会経済環境の変化に的確に対応し、本市の教育行政を総合的かつ計画的

に推進するため、新たな豊田市教育行政計画を定める。 

 

１ 計画策定の趣旨 

   第４次豊田市教育行政計画の計画期間の終了に伴い、本市の教育のより

一層の振興を目指して、国・社会の動向や本市の現状を十分に踏まえ、第

９次豊田市総合計画において注力する「こども起点」と「つながり合う」

という視点を大切にしながら、学習者の主体的な活動である学びを支える

教育行政の方向性を明らかにするとともに、必要な取組を着実に推進する

ため、第５次豊田市教育行政計画を策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

   教育基本法第１７条第２項の規定に基づき地域の実情に応じた教育の振

興のための基本的な計画である教育振興基本計画として位置付ける、本市

の教育行政における基本的な計画である。 

   また、本市のまちづくりの方向性を明らかにする第９次豊田市総合計画

を上位計画とする教育分野の個別計画であるとともに、市長が定める教育

政策の根本的な方針である豊田市の教育に関する大綱「学びの大綱」を実

現するための具体的な行動計画である。 

  

３ 計画期間 

   令和８年度から令和１２年度まで 

 

４ 基本理念 

   つながりの中で、誰もが学び合いながら、自分らしく豊かな人生を切り

拓
ひら

く 

 

５ めざす学びの姿 

（１）自分を大切にし、他者を尊重する 

（２）誰もが安心して生涯にわたり楽しく学び続ける 

（３）豊田市の多様な魅力を分かち合い、つながりの中で学び、地域とともに

育つ 

（４）自ら考え行動し、共に新しい未来を切り拓く 

 

６ 計画の基本方針 

（１）生き抜く力の育成 

（２）誰一人取り残さない教育の推進 

（３）教育ＤＸの推進 

（４）安全・安心な環境づくり 

（５）地域とともにある学校の実現 
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７ 計画の取組の方向性 

（１）自他を尊重する心を育む教育の推進 

（２）学ぶ楽しさを知り自らの可能性を広げる学校教育の推進 

（３）誰もが自分らしく学べる教育環境の確保 

（４）安全・安心で新しい時代の学びを実現する環境整備 

（５）こどもに向き合い寄り添える学校環境づくり 

（６）生涯にわたり学び続ける機会の充実 

（７）郷土愛を育み地域ぐるみで支える学びの推進 

（８）新たな社会の創り手となる資質・能力を育む機会の創出 

 

８ 指標 

目指す方向 

    取組の方向性ごとに設定する指標は、「めざす学びの姿」にどれだけ

近づいているかを定量的に把握するための指標として設定し、目標年度

に向けて目指す方向を示す。 

    

【担当課：教育政策課】 
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 議案第１７８号 豊田市環境基本計画の策定について 

【要旨】 

  社会経済環境の変化に的確に対応し、環境の保全及び創造に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するため、新たな豊田市環境基本計画を定め

る。 

  

１ 計画策定の背景 

   豊田市環境基本条例第１４条の規定に基づき、環境の保全及び創造に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、本計画を策定する。 

 

２ 計画の位置付け 

   豊田市環境基本条例に規定する豊田市環境基本計画であり、生物多様

性基本法第１３条の規定に基づく生物多様性地域戦略を包含する。 

   また、上位計画である第９次豊田市総合計画を始めとした本市の関連

計画と整合を図り、策定する。 

  

３ 計画の期間 

   令和８年度から令和１７年度まで 

 

４ 基本理念 

   私たちは、「ＷＥ ＬＯＶＥ とよた」を合言葉に、共働によるまちづ

くりの視点の下、「豊かな自然の恵み」と「先進的な技術」を生かし

て、将来にわたって環境にやさしく、多様で豊かな豊田市をつくる。 

この基本理念に基づき、「豊かな心を育む、人と自然にやさしいまち・

とよた」を「めざす環境像」として定め、生活の基盤である「人」と「自

然」を守り育てるために、環境分野の諸課題の解決に取り組み、「人と自

然にやさしいまち」をつくることで、「豊かな心」を育み、健康で持続可

能な、高い生活の質をミライにつなげる。 

 

５ 基本方針 

（１）気候変動対策分野 

暮らしや事業活動の中で脱炭素の行動や経営が浸透し、省エネ化や電

化、再生可能エネルギーや新技術の利活用が行われるとともに、気候変

動によって生じるリスクに多分野で対応することで、脱炭素社会が実現

し、気候変動に適応したまちを目指す。 

（２）自然共生分野 

豊田市の自然と関わり共生するライフスタイルやワークスタイルが定

着し、自然から受ける恵みを最大限享受しており、それらを守り、育

み、活用する取組が積極的に行われていることで、豊かな自然をより良

好な状態で将来世代に繋ぐまちを目指す。 

（３）循環型社会形成分野 

限りある資源を大切に思う価値観やライフスタイルが浸透しており、

資源を余すことなく循環利用が可能となる高度な資源循環システムが確

立されていることで、持続可能な循環型社会が実現したまちを目指す。 
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（４）生活環境保全分野 

環境汚染等のリスクへの対策や市民・事業者の自主的な取組により、

身近な生活環境が良好に維持されており、心地よく快適に暮らせるまち

を目指す。 

 

６ 施策の体系 

（１）気候変動対策分野 

 ア 再生可能エネルギーの利用促進 

 イ 省エネ化と電化の促進 

 ウ 新たなエネルギーや技術の普及促進 

 エ 多分野連携によるまちの脱炭素化 

 オ 気候変動への適応 

（２）自然共生分野 

ア 豊かな自然環境の保全と再生 

イ 生物多様性保全への理解・行動の促進 

ウ 多様な主体の参画の促進 

（３）循環型社会形成分野 

ア 廃棄物の発生抑制の促進 

イ 資源の循環利用の促進 

ウ 廃棄物処理の脱炭素化 

エ 廃棄物の適正処理の推進 

オ 持続可能な廃棄物処理体制の構築 

（４）生活環境保全分野 

  ア 環境汚染の防止とリスク低減 

    イ 事業者の自主的取組の促進 

 

７ 計画の推進 

（１）計画の推進体制 

    持続可能なまちづくりの担い手である市民・事業者と共に、学識経

験者や関連団体の意見を参考にしながら、計画を確実に推進する。 

    推進する主体は、次のとおり。 

ア 市民・事業者・地域 

主体的・自発的に環境行動を実践し、本計画に示す事業に参画して

共働で取り組む。 

また、取組の成果や意見・課題等を本市の求めに応じてフィードバ

ックし、事業の効率的な推進に協力する。 

イ 市 

市民や事業者の環境行動を支援するとともに、本計画に示す事業を

所管する関係各課と調整を図りながら、横断的・総合的な施策・事業

の推進を実施する。 

さらに、国や県等と連携・協力し、国等が実施する環境政策を本市

においても着実に推進する。 

ウ 豊田市環境審議会 
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豊田市環境基本条例第２２条の規定に基づき設置するもので、学識経 

験者、市民公募委員、関係団体の代表者等で構成する。 

市長の諮問に応じ、本計画に関すること、廃棄物の処理及び清掃に関 

することその他環境の保全及び創造に関する基本的事項について、それ

ぞれの立場から調査審議し、市長に意見を提出する。 

（２）計画の進行管理 

本計画の進行管理は、「取組状況の把握」と「課題の認識」、「課題

に対する適切な是正」を要点とする。本計画に掲げる施策・事業を計画

的かつ実効性のあるものとして推進するために、施策・事業の進捗状況

を定期的に確認し、取組の成果を評価し、改善点を次の事業へ反映させ

る進行管理を行う。進行管理の方法は、「ＰＤＣＡサイクル」（Ｐｌａ

ｎ・Ｄｏ・Ｃｈｅｃｋ・Ａｃｔｉｏｎ）に基づいて進める。 

具体的には、めざす姿に向けた施策の柱を意識して、施策・事業の方

向性に沿った進行管理をまちの状態指標や成果指標を用いて行う。 

 

 

【担当課：環境政策課】   

-66-



3 同意 

 

 同意第４号 人権擁護委員の推薦について 

【要旨】 

  人権擁護委員として次の者を推薦する。 

  

  推薦する者 

    青 木 康 次 （再任） 

  

【備考】 

  青木康次委員が令和８年３月３１日付けで任期満了となるため 

  

【担当課：市民相談課】 
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（１２月補正）

令和７年度

一般会計豊田市 補正予算資料
特別会計
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補正前 補正後
構成比 構成比

221,017,579 5,202,474 226,220,053 75.7 76.1 議案第 139 号

32,306,109 152,437 32,458,546 11.1 10.9 議案第 140 号

土 橋 271,238 △ 15,515 255,723 0.1 0.1

花 園 570,468 △ 1,414 569,054 0.2 0.2

5,801 755 6,556 0.0 0.0 議案第 142 号

268,281 2,033 270,314 0.1 0.1 議案第 143 号

98,395 0 98,395 0.0 0.0

16,167 0 16,167 0.0 0.0

28,821,299 9,984 28,831,283 9.9 9.7 議案第 144 号

盛 岡 4,277 0 4,277 0.0 0.0

賀 茂 4,977 0 4,977 0.0 0.0

8,582,412 4,133 8,586,545 2.9 2.9 議案第 145 号

27,000 △ 637 26,363 0.0 0.0 議案第 146 号

70,976,424 151,776 71,128,200 24.3 23.9

291,994,003 5,354,250 297,348,253 100.0 100.0

収入 15,072,934 0 15,072,934 － －

支出 18,407,821 0 18,407,821 － －

収入 13,700,404 0 13,700,404 － －

支出 18,187,827 0 18,187,827 － －

36,595,648 0 36,595,648 － －

328,589,651 5,354,250 333,943,901 － －

小          計

財 産 区

合          計
(一般会計＋特別会計)

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

母子父子寡婦福祉

備　考

卸 売 市 場

号141議案第

令和７年度１２月補正  各会計別  予算総括表 

計補正額

（単位：千円・％）

一 般 会 計

土地区画整理

区          分 補正前の額

総          計
(一般会計＋特別会計

  ＋企業会計）

下 水 道 事 業

水 道 事 業

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

分 譲 住 宅 建 設

後 期 高 齢 者 医 療

水 道 水 源 保 全

企
業
会
計

産 業 用 地 造 成

支　出　合　計
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補正前補正後
構成比構成比

1 市 税 124,577,517 0 124,577,517 56.4 55.1

2 地 方 譲 与 税 1,419,540 0 1,419,540 0.6 0.6

3 利 子 割 交 付 金 54,000 0 54,000 0.0 0.0

4 配 当 割 交 付 金 719,000 0 719,000 0.3 0.3

5 株式等譲渡所得割交付金 637,000 0 637,000 0.3 0.3

6 法 人 事 業 税 交 付 金 1,850,000 0 1,850,000 0.8 0.8

7 地 方 消 費 税 交 付 金 11,990,000 0 11,990,000 5.4 5.3

8 ゴルフ場利用税交付金 360,000 0 360,000 0.2 0.2

9 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0 1 0.0 0.0

10 環 境 性 能 割 交 付 金 433,000 0 433,000 0.2 0.2

11 地 方 特 例 交 付 金 555,892 0 555,892 0.3 0.2

12 地 方 交 付 税 150,000 0 150,000 0.1 0.1

13 交通安全対策特別交付金 45,000 0 45,000 0.0 0.0

14 分 担 金 及 び 負 担 金 79,052 0 79,052 0.0 0.0

15 使 用 料 及 び 手 数 料 2,858,887 0 2,858,887 1.3 1.3

16 国 庫 支 出 金 33,226,260 791,670 34,017,930 15.0 15.0

17 県 支 出 金 14,012,558 385,109 14,397,667 6.3 6.4

18 財 産 収 入 1,081,365 0 1,081,365 0.5 0.5

19 寄 附 金 364,464 0 364,464 0.2 0.2

20 繰 入 金 13,897,134 0 13,897,134 6.3 6.1

21 繰 越 金 3,007,338 4,004,037 7,011,375 1.4 3.1

22 諸 収 入 5,699,571 21,658 5,721,229 2.6 2.5

23 市 債 4,000,000 0 4,000,000 1.8 1.8

221,017,579 5,202,474 226,220,053 100.0 100.0

令和７年度１２月補正　　　一 般 会 計　　　(議案第１３９号)

(　歳　入　) (単位：千円・％)

合       計

補正額 計 備考補正前の額款
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補正額 補正前 補正後

障 が い 者 自 立 支 援
給 付 費 負 担 金

560,720 4,909,315 5,470,035

就 学 前 教 育 ・ 保 育 施 設
整 備 交 付 金

2,598 223,544 226,142

教育・保育給付費交付金 228,352 2,620,352 2,848,704

障 が い 者 自 立 支 援
給 付 費 負 担 金

280,360 2,454,657 2,735,017

教育・保育給付費負担金 77,421 1,144,421 1,221,842

教育・保育給付費補助金 10,374 188,888 199,262

担 い 手 へ の 農 地 集 積
推 進 費 補 助 金

16,954 0 16,954

21 繰 越 金 前 年 度 繰 越 金 4,004,037 3,007,338 7,011,375

過 年 度 収 入 21,658 1 21,659

(単位：千円)

補正額

791,670

内　訳　

4,004,037

21,658

歳入の内訳

款

国庫支出金16

17 県 支 出 金 385,109

合　　計 5,202,474

22 諸 収 入
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補正前 補正後
構成比 構成比

1 議 会 費 898,071 4,411 902,482 0.4 0.4

2 総 務 費 22,757,125 387,589 23,144,714 10.3 10.2

3 民 生 費 78,485,393 2,895,456 81,380,849 35.5 36.0

4 衛 生 費 21,116,853 326,039 21,442,892 9.6 9.5

5 労 働 費 365,785 4,117 369,902 0.2 0.2

6 農 林 水 産 業 費 3,588,365 3,474 3,591,839 1.6 1.6

7 商 工 費 4,416,543 1,078,047 5,494,590 2.0 2.4

8 土 木 費 34,252,792 146,656 34,399,448 15.5 15.2

9 消 防 費 12,037,233 252,995 12,290,228 5.4 5.4

10 教 育 費 34,916,608 103,690 35,020,298 15.8 15.5

11 災 害 復 旧 費 728,384 0 728,384 0.3 0.3

12 公 債 費 6,954,426 0 6,954,426 3.1 3.1

13 諸 支 出 金 1 0 1 0.0 0.0

14 予 備 費 500,000 0 500,000 0.2 0.2

221,017,579 5,202,474 226,220,053 100.0 100.0合　　　　計

( 目 的 別 歳 出 )
(単位：千円・％)

補正前の額 補正額 計 備　考款
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補正額 補正前 補正後

人 件 費 （ 議 員 ） 2,129 590,051 592,180

人 件 費 （ 一 般 職 ） 2,282 174,061 176,343

人件費（特別職・一般職） 260,774 5,650,051 5,910,825

人 件 費 （ 児 童 手 当 ） 43,655 240,420 284,075

庁 舎 管 理 事 務 費 25,756 664,673 690,429

総 務 管 理 費
過年度国県支出金返還金

57,404 0 57,404

人 件 費 （ 一 般 職 ） 369,661 6,773,651 7,143,312

居 宅 介 護 費 548,123 2,047,934 2,596,057

就 労 継 続 支 援 費 573,318 1,945,201 2,518,519

私 立 こ ど も 園
運 営 費 補 助 金

73,663 414,000 487,663

私 立 認 定 こ ど も 園
運 営 費 補 助 金

95,156 1,716,552 1,811,708

私 立 認 定 こ ど も 園
施 設 整 備 費 補 助 金
創 設 等 事 業

3,897 82,782 86,679

志賀子どもつどいの広場
管 理 運 営 費

566 5,353 5,919

柳川瀬子どもつどいの広場
管 理 運 営 費

358 21,025 21,383

教 育 ・ 保 育 給 付 費 413,894 5,848,342 6,262,236

こ ど も 園 管 理 運 営 費 23,817 429,005 452,822

こ ど も 園 給 食 運 営 費 38,545 912,938 951,483

社 会 福 祉 費
過年度国県支出金返還金

198,655 0 198,655

障 が い 者 福 祉 費
過年度国県支出金返還金

79,152 0 79,152

老 人 福 祉 費
過年度国県支出金返還金

4 0 4

児 童 福 祉 費
過年度国県支出金返還金

446,012 0 446,012

国 民 健 康 保 険
特 別 会 計 繰 出 金

18,545 2,438,330 2,456,875

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計 繰 出 金

7,957 4,365,217 4,373,174

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計 繰 出 金

4,133 1,076,801 1,080,934

4,411

2

1 議 会 費

歳出の内訳

補正額款

3 民 生 費

(単位：千円)

内　訳　

2,895,456

387,589総 務 費
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補正額 補正前 補正後

人 件 費 （ 一 般 職 ） 243,443 2,761,870 3,005,313

保 健 衛 生 費
過年度国県支出金返還金

77,108 0 77,108

母 子 保 健 費
過年度国県支出金返還金

5,488 0 5,488

人 件 費 （ 一 般 職 ） 4,117 78,687 82,804

人 件 費 （ 一 般 職 ） △ 15,513 602,915 587,402

農 地 集 積 推 進 補 助 金 16,954 0 16,954

卸 売 市 場
特 別 会 計 繰 出 金

2,033 114,665 116,698

人 件 費 （ 一 般 職 ） 76,684 398,867 475,551

プ レ ミ ア ム 商 品 券
発 行 事 業 負 担 金

500,000 0 500,000

商店街等プレミアム商品券
発 行 事 業 補 助 金

500,000 0 500,000

観光まちづくり推進費 2,000 10,500 12,500

産 業 用 地 造 成 事 業
特 別 会 計 繰 出 金

△ 637 26,985 26,348

人 件 費 （ 一 般 職 ） 97,240 2,670,140 2,767,380

駐車場整備計画策定費 11,000 9,000 20,000

公 園 樹 木 管 理 費 32,150 82,736 114,886

市 営 住 宅 管 理 事 務 費 22,440 330,309 352,749

都市計画事業土地区画整理
特 別 会 計 繰 出 金

△ 16,929 522,972 506,043

分 譲 住 宅 建 設 事 業
特 別 会 計 繰 出 金

755 5,760 6,515

人 件 費 （ 一 般 職 ） 252,995 5,163,426 5,416,421

人件費（特別職・一般職） 36,359 2,077,684 2,114,043

こ ど も 園 管 理 運 営 費 8,591 41,409 50,000

こ ど も 園 給 食 運 営 費 4,988 109,641 114,629

給 食 材 料 費 44,966 981,408 1,026,374

学 校 給 食 協 会 委 託 費 4,015 1,657,894 1,661,909

アジア競技大会開催支援費 4,771 1,559 6,330

5,202,474

衛 生 費 326,039

252,995

5 労 働 費 4,117

4

款 補正額

3,474

合　　計

8 土 木 費

10

7 商 工 費

146,656

教 育 費

内　訳　

9 消 防 費

103,690

1,078,047

6
農 林 水
産 業 費
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継続費補正（変更）

(単位：千円)

総　　額 年度年　割　額 総　　額 年度 年　割　額
令和 令和

６ 331,132 ６ 331,132

７ 82,782 ７ 86,679

４ 47,900 ４ 47,900

５ 1,483,000 ５ 1,483,000

６ 1,175,500 ６ 1,175,500

７ 2,527,600 ７ 2,527,600

８ 1,729,700 ８ 1,885,156

413,914 417,811

４衛 生 費３清 掃 費
渡 刈 ク リ ー ン セ ン タ ー
設 備 改 修 事 業

6,963,700 7,119,156

款 項 事 業 名
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

３民 生 費４
児 童
福 祉 費

私 立 認 定 こ ど も 園
施 設 整 備 費 補 助 事 業
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繰越明許費補正（追加）

(単位：千円)

項 事　  業　  名

２ 総 務 費 ４
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 シ ス テ ム 標 準 準 拠 シ ス テ ム
移 行 業 務 委 託 事 業

商 店 街 等 プ レ ミ ア ム 商 品 券
発 行 補 助 事 業

市 道 改 良 事 業
（ 市 道 旧 宮 上 知 立 ２ 号 線 ）

市 道 改 良 事 業
（ 市 道 四 郷 ２ ５ 号 線 外 １ 路 線 ）

総 合 都 市 交 通 体 系 調 査 事 業

駐 車 場 整 備 計 画 策 定 事 業

中 部 給 食 セ ン タ ー
天 吊 り 消 毒 保 管 庫 修 繕 事 業

足 助 給 食 セ ン タ ー
昇 降 機 修 繕 事 業

10 教 育 費

都 市 計 画 費

８ 土 木 費

２道路橋りょう費

1,980

７ 商 工 費 500,000

4,191

６学 校 教 育 費

20,000

21,000

11,000

款 金　  　額

3,432

１商 工 費

7,800

５
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債務負担行為補正（追加）

(単位：千円)

行 政 職 新 規 採 用 職 員 等 研 修 事 業 令和８年度 3,288

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

公 用 車 借 上
（ 令 和 ８ 年 度 分 ）

令和８年度から
令和15年度まで

24,612

13,750

ふ る さ と 寄 附 金 支 援 業 務 委 託 事 業 令和８年度

ア ジ ア ・ ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会
フ レ ン ド シ ッ プ 事 業

令和８年度 10,300

移 住 定 住 ・ 住 民 自 治 相 談 支 援 事 業 令和８年度

ふるさと寄附金額
の7.7％の事務委託
料に返礼品の調達
及び発送費用を加
算した額

26,100

令和８年度

140,000

共 同 受 注 窓 口 等 業 務 委 託 事 業
令和８年度から
令和10年度まで

32,256

足 助 ス ク ー ル バ ス 運 行 委 託 事 業 令和８年度 81,909

旧 田 口 家 住 宅 修 繕 活 用 事 業 令和８年度

40,775

公 共 施 設 太 陽 光 発 電 設 備 借 上
（ 環 境 セ ン タ ー ほ か ）

令和８年度から
令和25年度まで

783,156

公 共 施 設 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 事 業
（ 駒 場 小 学 校 ほ か ）

令和８年度 260,600

女 性 し ご と テ ラ ス 運 営 業 務 委 託 事 業

面 ノ 木風 力発 電所 風車 本体 撤去 委託 事業 令和８年度

古 瀬 間 聖 苑 改 修 計 画 策 定 業 務 委 託 事 業 令和８年度 20,000
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債務負担行為補正（追加）つづき

(単位：千円)

8,800

ＥＮＪＯＹ！ＲＡＬＬＹモーターフェスタ
開 催 負 担 事 業

3,000

ア ジ ア ・ ア ジ ア パ ラ 競 技 大 会
イ ベ ン ト 開 催 負 担 事 業

桜 ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業 令和８年度 5,000

事　　　　　　　項 期　　　間 限　　度　　額

と よ た ビ ジ ネ ス フ ェ ア 開 催 負 担 事 業 令和８年度

令和８年度

地 域 体 育 館 等 空 調 設 備 整 備 事 業
令和８年度から
令和９年度まで

1,370,000

旭 ス ク ー ル バ ス 等 運 行 委 託 事 業 令和８年度

35,000

203,530

２０２６カヌースラロームジャパンカップ
開 催 負 担 事 業

令和８年度

令和８年度 60,000

岡崎特別支援学校スクールバス運行委託事業 令和８年度 15,939
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補正前
構成比

補正後
構成比

人 件 費 36,974,536 1,373,826 38,348,362 16.7 17.0

物 件 費 44,882,026 150,601 45,032,627 20.3 19.9

維 持 補 修 費 4,154,343 0 4,154,343 1.9 1.8

扶 助 費 43,568,425 1,597,697 45,166,122 19.7 20.0

補 助 費 等 27,742,548 2,049,596 29,792,144 12.6 13.2

普通建設事業費 45,490,005 14,897 45,504,902 20.6 20.1

災害復旧事業費 728,384 0 728,384 0.3 0.3

公 債 費 6,954,426 0 6,954,426 3.1 3.1

積 立 金 136,329 0 136,329 0.1 0.1

投資及び出資金 1,018,811 0 1,018,811 0.5 0.5

貸 付 金 314,000 0 314,000 0.1 0.1

繰 出 金 8,553,746 15,857 8,569,603 3.9 3.8

予 備 費 500,000 0 500,000 0.2 0.2

合    計 221,017,579 5,202,474 226,220,053 100.0 100.0

備 考区    分 補正前の額 補正額 計

( 性 質 別 歳 出 )
(単位：千円・％)
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（単位：千円）

（歳　入）

議案第１４０号　 補正前の額 補正額 計

　1 国 民 健 康 保 険 税 6,891,967 0 6,891,967

国民健康保険 　2 国 庫 支 出 金 2 0 2

　3 県 支 出 金 21,479,060 0 21,479,060

4 財 産 収 入 4,030 0 4,030

　5 繰 入 金 3,819,983 18,545 3,838,528

　6 繰 越 金 20,000 133,892 153,892

　7 諸 収 入 91,067 0 91,067

32,306,109 152,437 32,458,546

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 総 務 費 505,679 18,545 524,224

2 保 険 給 付 費 20,938,796 0 20,938,796

3
国 民 健 康 保 険
事 業 費 納 付 金

10,445,351 129,892 10,575,243

4 保 健 事 業 費 367,251 0 367,251

5 基 金 積 立 金 4,030 0 4,030

6 諸 支 出 金 40,002 4,000 44,002

7 予 備 費 5,000 0 5,000

32,306,109 152,437 32,458,546

款

合　　　計

款

合　　　計
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（単位：千円）

（歳　入）

議案第１４１号 補正前の額 補正額 計

1 事 業 収 入 1 0 1

都市計画事業 2 負 担 金 55,000 0 55,000

土地区画整理 3 使用料及び手数料 50 0 50

（土　　　橋） 4 繰 入 金 215,786 △ 15,515 200,271

5 繰 越 金 1 0 1

6 諸 収 入 400 0 400

271,238 △ 15,515 255,723

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 土橋土地区画整理費 271,238 △ 15,515 255,723

271,238 △ 15,515 255,723

（歳　入）

補正前の額 補正額 計

1 事 業 収 入 180,000 0 180,000

都市計画事業 2 負 担 金 81,700 0 81,700

土地区画整理 3 使用料及び手数料 70 0 70

（花　　　園） 4 繰 入 金 307,186 △ 1,414 305,772

5 繰 越 金 1 0 1

6 諸 収 入 1,511 0 1,511

570,468 △ 1,414 569,054

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 花園土地区画整理費 570,468 △ 1,414 569,054

570,468 △ 1,414 569,054合　　　計

合　　　計

款

款

款

合　　　計

款

合　　　計
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（単位：千円）

（歳　入）

議案第１４２号 補正前の額 補正額 計

1 事 業 収 入 1 0 1

分 譲 住 宅 2 使用料及び手数料 30 0 30

建 設 事 業 3 繰 入 金 5,760 755 6,515

4 繰 越 金 1 0 1

5 諸 収 入 9 0 9

5,801 755 6,556

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 宅 地 造 成 費 5,701 755 6,456

2 予 備 費 100 0 100

5,801 755 6,556

（歳　入）

議案第１４３号 補正前の額 補正額 計

1 使用料及び手数料 87,942 0 87,942

卸 売 市 場 2 繰 入 金 114,665 2,033 116,698

3 繰 越 金 1 0 1

4 諸 収 入 65,673 0 65,673

268,281 2,033 270,314

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 卸 売 市 場 費 267,781 2,033 269,814

2 予 備 費 500 0 500

268,281 2,033 270,314

合　　　計

款

合　　　計

款

合　　　計

款

合　　　計

款
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（単位：千円）

（歳　入）

議案第１４４号 補正前の額 補正額 計

1 保 険 料 7,186,874 0 7,186,874

介護保険事業 2 手 数 料 1,360 0 1,360

3 国 庫 支 出 金 5,242,780 464 5,243,244

4 支 払 基 金 交 付 金 7,426,331 626 7,426,957

5 県 支 出 金 3,918,165 290 3,918,455

6 財 産 収 入 28,638 0 28,638

7 寄 附 金 1 0 1

8 繰 入 金 4,999,942 8,604 5,008,546

9 繰 越 金 1 0 1

10 諸 収 入 17,207 0 17,207

28,821,299 9,984 28,831,283

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 総 務 費 744,707 7,667 752,374

2 保 険 給 付 費 26,584,262 0 26,584,262

3 地 域 支 援 事 業 費 1,468,481 2,317 1,470,798

4 基 金 積 立 金 1 0 1

5 諸 支 出 金 13,848 0 13,848

6 予 備 費 10,000 0 10,000

28,821,299 9,984 28,831,283

款

款

合　　　計

合　　　計
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（単位：千円）

（歳　入）

議案第１４５号 補正前の額 補正額 計

1 後期高齢者医療保険料 7,486,093 0 7,486,093

後期高齢者医療 2 繰 入 金 1,076,801 4,133 1,080,934

3 繰 越 金 1,000 0 1,000

4 諸 収 入 18,518 0 18,518

8,582,412 4,133 8,586,545

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 総 務 費 152,200 4,133 156,333

2 広 域 連 合 納 付 金 8,415,859 0 8,415,859

3 諸 支 出 金 14,353 0 14,353

8,582,412 4,133 8,586,545

（歳　入）

議案第１４６号 補正前の額 補正額 計

1 繰 入 金 26,985 △ 637 26,348

産 業 用 地 2 繰 越 金 1 0 1

造 成 事 業 3 諸 収 入 14 0 14

27,000 △ 637 26,363

（歳　出）

補正前の額 補正額 計

1 産 業 用 地 造 成 費 27,000 △ 637 26,363

27,000 △ 637 26,363

款

合　　　計

款

合　　　計

款

合　　　計

款

合　　　計
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 議決 

  

 議案第１７９号 豊田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

【要旨】 

  児童福祉法の一部改正並びに乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準の制定及び一部改正に伴い、乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準に関し、必要な事項を定める。 
  
１ 乳児等通園支援事業者の一般原則 

（１）暴力団員若しくは暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人そ

の他の団体は、乳児等通園支援事業者となることができない。 

（２）（１）を除くほか、乳児等通園支援事業者の一般原則に係る基準は、

内閣府令で定める基準のとおりとする。 
  
２ 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備の基準 

（１）乳児室の面積は、乳児又は満２歳に満たない幼児１人につき３．３平

方メートル以上であること。 

（２）（１）を除くほか、一般型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下

「一般型乳児等通園支援事業所」という。）の設備に係る基準は、内閣

府令で定める基準のとおりとする。 
  
３ 一般型乳児等通園支援事業所の職員の配置に係る基準 

（１）乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満

１歳以上満３歳未満の幼児おおむね５人につき１人以上とし、そのうち

半数以上は保育士とする。 

（２）（１）を除くほか、一般型乳児等通園支援事業所の職員の配置に係る

基準は、内閣府令で定める基準のとおりとする。 

  

４ 乳児等通園支援の内容 

   乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、豊田市児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する内閣総理大臣が定

める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及

びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。 

 

５ 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準 

   余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「余裕活用型乳児

等通園支援事業所」という。）の設備及び職員の基準は、次に掲げる施

設又は事業所の区分に応じて定めるところによる。 

（１）保育所 豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（保育所に係るものに限る。） 

（２）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 豊田市幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 
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（３）幼保連携型認定こども園 豊田市幼保連携型認定こども園の設備及び

運営に関する基準を定める条例  

（４）家庭的保育事業等を行う事業所 豊田市家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例（居宅訪問型保育事業に係るものを除

く。） 
 
６ その他の基準 

   １から５までを除くほか、乳児等通園支援事業の次に掲げる事項の基

準は、内閣府令で定める基準のとおりとする。 

（１）最低基準の目的、最低基準の向上、最低基準と乳児等通園支援事業

者、乳児等通園支援事業者と非常災害、安全計画の策定等、自動車を運

行する場合の所在の確認 

（２）乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件、乳児等通園支援事業所の

職員の知識及び技能の向上等 

（３）他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準 

（４）利用乳幼児を平等に取り扱う原則、虐待等の禁止、衛生管理等、食事 

（５）乳児等通園支援事業所内部の規程、乳児等通園支援事業所に備える帳

簿、秘密保持等、苦情への対応 

（６）乳児等通園支援事業の区分 

（７）一般型乳児等通園支援事業所における設備及び職員の基準の特例 

（８）保護者との連絡 

（９）余裕活用型乳児等通園支援事業所における設備及び職員の基準 

（１０）電磁的記録 

  

【備考】 

１ 施行期日   

（１）（２）を除く規定  公布の日 

（２）要旨６（７）  令和８年４月１日 
  
２ 乳児等通園支援事業 

   保育所等において、乳児又は幼児であって満３歳未満のものに適切な

遊び及び生活の場を与えるとともに、当該乳児又は幼児及びその保護者

の心身の状況及び養育環境を把握するための当該保護者との面談並びに

当該保護者に対する子育てについての情報の提供、助言その他の援助を

行う事業 
  
３ 一般型乳児等通園支援事業 

   乳児等通園支援事業のうち、余裕活用型乳児等通園支援事業に該当し

ないもの 
  
４ 余裕活用型乳児等通園支援事業 

   保育所等において、当該施設等を利用する児童の数がその施設等に係

る利用定員の総数に満たない場合に、当該利用定員の総数に満たない数

の範囲で乳児等通園支援事業を行うもの 
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 議案第１８０号 豊田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例 

【要旨】 

  子ども・子育て支援法の一部改正及び特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準の制定に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に関し、必要な

事項を定める。 

  

１ 特定乳児等通園支援事業者の一般原則 

（１）暴力団員若しくは暴力団関係者又は役員に暴力団関係者がいる法人そ

の他の団体は、特定乳児等通園支援事業所を設置し、若しくは運営し、

又は特定乳児等通園支援事業者となることができない。 

（２）（１）を除くほか、特定乳児等通園支援事業者の一般原則に係る基準

は、内閣府令で定める基準のとおりとする。 

  

２ 特定乳児等通園支援の取扱方針 

   特定乳児等通園支援事業者は、豊田市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の規定に基づき保育所における保育の内容につ

いて内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留

意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に

応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。 

 

３ その他の基準 

   １及び２を除くほか、特定乳児等通園支援事業の運営に関する次に掲

げる事項の基準は、内閣府令で定める基準のとおりとする。 

（１）利用定員に関する基準 

（２）面談、正当な理由のない提供拒否の禁止、あっせん及び要請に対する

協力、乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認、乳児等支援給付

認定の申請に係る援助、心身の状況等の把握、特定教育・保育施設等と

の連携、特定乳児等通園支援の提供の記録 

（３）支払、乳児等支援給付費の額に係る通知等 

（４）特定乳児等通園支援に関する評価等 

（５）相談及び援助、緊急時等の対応、乳児等支援給付認定保護者に関する

市への通知 

（６）運営規程、勤務体制の確保等、利用定員の遵守、掲示等 

（７）乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則、虐待等の禁止 

（８）秘密保持等、情報の提供等、利益供与等の禁止、苦情解決、地域との

連携等 

（９）事故発生の防止及び発生時の対応 

（１０）会計の区分、記録の整備等 

（１１）電磁的記録等 
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１ 施行期日  令和８年４月１日 

 

２ 乳児等通園支援 

   乳児等通園支援事業として行う乳児又は幼児への遊び及び生活の場の

提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助 

 

３ 特定乳児等通園支援事業者 

   乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確

認を受けたもの。なお、当該事業者は、市町村の条例で定める特定乳児

等通園支援事業の運営に関する基準に従って乳児等通園支援を提供しな

ければならない。 

  

４ 乳児等支援給付費 

   乳児等支援給付に係る認定を受けた保護者が特定乳児等支援事業者の

行う乳児等通園支援を利用したときに、市町村から当該保護者に対して

支給される給付費 
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